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「
朝
鮮
人
虐
殺
」
の
記
述
の
あ
る
中
央
防
災
会
議
の
専
門
調
査
会
の
報
告
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
三
月
に
政
府
の
中
央
防
災
会
議
の
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
が
過
去
の
災
害
教
訓
を
ま
と
め
た

報
告
書
（
一
九
二
三
関
東
大
震
災
報
告
書
【
第
二
編
】
）
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
「
第
四
章

第
二
節

殺

傷
事
件
の
発
生
」
の
中
で
「
関
東
大
震
災
時
に
は
、
官
憲
、
被
災
者
や
周
辺
住
民
に
よ
る
殺
傷
行
為
が
多
数
発
生
し
た
。
武
器

を
持
っ
た
多
数
者
が
非
武
装
の
少
数
者
に
暴
行
を
加
え
た
あ
げ
く
に
殺
害
す
る
と
い
う
虐
殺
と
い
う
表
現
が
妥
当
す
る
例
が
多

か
っ
た
。
殺
傷
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
朝
鮮
人
が
最
も
多
か
っ
た
が
、
中
国
人
、
内
地
人
も
少
な
か
ら
ず
被
害
に
あ
っ

た
。
」
等
の
記
述
（
以
下
「
「
朝
鮮
人
虐
殺
」
の
記
述
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
ま
す
。
報
告
書
に
つ
い
て
、
四
月
十
九
日
付
け

の
朝
日
新
聞
朝
刊
で
、
「
朝
鮮
人
虐
殺
」
の
記
述
に
関
し
内
閣
府
に
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
削
除
さ

れ
た
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、
再
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
記
事
の
掲
載
時
に
お
い
て
は
、
記
事
通
り
内
閣

府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
す
べ
て
の
報
告
書
が
削
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
内
閣
府
は
、
報
告
書
が
閲
覧
出
来
な
く
な
っ
て
い
る

の
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
刷
新
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
上
の
問
題
だ
と
記
事
の
内
容
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
政
府
に
質
問
し
ま
す
。

一

四
月
十
九
日
付
け
の
記
事
に
は
「
内
容
的
に
批
判
の
声
が
多
く
、
掲
載
か
ら
七
年
も
経
つ
の
で
載
せ
な
い
決
定
を
し
た
」

一



と
い
う
内
閣
府
の
担
当
者
の
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
、
報
告
書
の
「
朝
鮮
人
虐
殺
」
の
記
述
に
つ
い

て
、
苦
情
や
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
。

二

苦
情
や
批
判
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

三

内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
報
告
書
が
閲
覧
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
の
は
、
苦
情
に
よ
り
削
除
し
た
の
で
は
な
く
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
刷
新
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
上
の
問
題
で
あ
っ
た
の
か
。

四

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
刷
新
は
い
つ
か
ら
作
業
が
始
ま
り
、
い
つ
完
了
し
た
の
か
。
ま
た
、
作
業
は
内
部
で
行
っ
た
の
か
、
外

部
に
委
託
し
た
の
か
。
外
部
に
委
託
し
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
受
託
者
を
決
め
た
の
か
。
ま
た
、
外
部
に
委
託
し

た
場
合
、
そ
の
委
託
費
は
い
く
ら
か
。

五

報
告
書
の
「
朝
鮮
人
虐
殺
」
の
記
述
に
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
政
府
と
し
て
も
事
実
と
し
て
認
め
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


